
神宮前六丁目地区都市計画素案意見交換会_意見交換の概要 

日 時  平成 28 年 1 月 28 日（木） 19：00～20：30  

場 所  神宮前穏田区民会館 

出席者  43 名 （他 渋谷区 8名、準備組合コンサルタント 3名） 

 

 

（意見①） 

前回の意見交換会で出された意見がどのように反映されているのか。 

区）例えば、電柱の問題などについて意見があったが、電柱１本でも何とかできないか、 

ということを電力会社等に伝えていきたいと考えている。 

 

（意見②） 

工事期間中の代替の駐輪場はどのように確保するのか。 

また、将来的にはどのように駐輪場を整備するのか。 

区）駐輪場は機械式の駐輪場の設置を検討しているが、既存の駐輪場より当然台数は増え

ることになる。それ以外に地上部に駐輪場を設置することも検討している。工事中の

駐輪場については、何らかの対応を事業者に求めていく。 
 
（意見③） 

地区計画を変更するとのことだが、誰かから変更の申し出があった場合など、随時受けてもらえる

のか。それとも暫くは変えることはできない、ということになるのか。以前に区に相談に行った際、

そのような対応をされた。 

区）地区計画は、必要があれば順次変えていくことになる。ただし、地元の理解などが必要になる。 

 

（意見④） 

この地区は渋谷や新宿などと異なり、表通りは喧騒があるが、裏通りには静かな住宅街があること

がまちの特徴である。区は、この地区のまちづくりにおいて、そのような特徴について重要視して

いるか。 

区）地区計画の土地利用の方針、住環境との調和に関する文言を入れるなどして配慮している。 

 

（意見⑤） 

区道 630 号の通過車両について、余り台数が多いと感じないが、交通量調査は行っているのか。 

区）交通量調査は行っている。 

  



（意見⑥） 

明治通りの渋谷方面から区道 623 号に左折進入する部分は、交通量がとても多く、自動車で通行

していると歩行者と交錯する。ここに、 開発により発生する交通量が加わると、歩行者の安全が

脅かされるのではないか。 

区）明治通りと区道 623号の交差点については、明治通りの拡幅が完了すれば、歩行者の通行もス

ムーズになり、ある程度改善されるのではないかと考える。 

 

（意見⑦） 

区道 623 号は電柱、路上駐車、荷捌き車両、コインパーキングへの入庫待ち車両などにより、渋

滞が起きている。また、区道 622 号は、すれ違うことができないほど狭い。ここに、仮に再開発

ビルの搬出入車両が通行するようになれば、歩行者の安全を確保する、という目標を達成できない

のではないか。 

区）再開発ビルの搬出入については、明治通りからの左折進入／左折退出とし、区道 622号などに

迂回させないようにする。再開発ビルの荷捌き車両についても、ビル内の地下駐車場での荷捌

きとするため、路上駐車をしての荷捌きはない。622号と 623号の交差点部分などの狭い部分

についても、隅切りなどによって改善が見込まれるが、民地のため区が一方的に拡幅すること

はできない。周辺の地権者の方々にご理解いただけるよう努力したい。 

 

（意見⑧） 

再開発ビルに来る車両は、明治通りからの左折進入／左折退出とするということだが、どのように

担保するのか。事業者が実際に、警備員を配置する、などと説明するか、信号機を設置するのであ

れば、歩行者の安全が確保できると思うが、今日の説明では納得できない。 

区）この場で具体的な対応については回答できないが、いただいた意見については計画内容を再確

認して、改めて説明することとしたい。 

（意見⑨） 

明治通り沿道に、用地買収がされていない土地が残っているが、2020 年までに拡幅は完了するの

か。特に、神宮前交差点の角地部分について、拡幅が終わらなければ再開発の計画が台無しになる

のではないか。 

区）東京都の建設局からは、2020 年までに拡幅を完了したいという意向を聞いており、その通り

になるのではないかと受け止めている。 

  



（意見⑩） 

地区計画の方針の部分に、住民の安全や住民との調和への配慮について加えてほしい。 

区）東京都との協議などの問題もあるため、すぐに回答はできないが、検討課題としたい。 

 

（意見⑪） 

明治通りに中央分離帯を設置する予定とのことだが、地下鉄の出入り口から出てきた人の横断が多

いので、地下鉄の出入り口が再開発ビルに取り込まれるなどして場所が移動したら、中央分離帯は

必要なくなるのではないか。その場合、信号を設置して新宿方面からの区道 623 号への右折も考

えられるのではないか。 

区）地下鉄出入口の部分については、地下の構造の関係などもあるので、地下鉄出入口の移動につ

いて、具体的な対応の約束はできない。意見をいただいたことを東京メトロに伝えたい。中央

分離帯の設置に関する意見についても、東京都に伝えたい。 

 

（意見⑫） 

来客の車も明治通りからしか進入できないのか。622 号などに迂回されると車の量が多くなる。 

区）来客についても明治通りからの左折進入とし、左折退出とすることになっている。 

 

（意見⑬） 

前回、無電中化について発言したが、可能であれば水無橋から明治通りまで全て実施してほしい。 

区）道路が狭いという現状については理解している。電柱については、東京電力に意見を伝えたい。 

 

（意見⑭） 

歩行者専用通路ができると、表参道からの歩行者が区道 623 号に流入してくるため、住民にはメ

リットがない。何故歩行者専用通路を整備するのか。区道 630 号を廃道するなら、歩行者専用通

路ではなく車も通れる道路を整備してほしい。 

区）区道 630号の歩行者については、明治通りの拡幅によって対応できると考えているため、歩行

者専用通路は区道の代替という位置づけはしていない。都市の環境整備のため、建物を後退さ

せるという意味も含めた歩行者専用通路である。道路の整備等については、意見として承る。 

（意見⑮） 

再開発ビルの駐車場の出入り口が 623 号線沿いにできるということだが、再開発ビルから渋谷方

面へ向かうために、水無橋方向へ出庫する車が出てくるのではないか。 

区）ご意見については承ったので、事業者に確認などして対応したい。 

 



（意見⑯） 

区民会館が再開発区域に含まれているが、渋谷区は許可をする窓口でもあり、事業者でもあるとい

うことか。東京メトロの出入り口も同区域に含まれているが、東京メトロも事業者になるのか。 

区）区は今のところ、地権者ではないため事業者ではない。東京メトロは事業者の一部である。 

 

（意見⑰） 

地区計画の変更について、区道 622 号線についても一緒に考えていくべきではないか。 

コープオリンピアに建て替えの計画があると聞いているが、同様の考えもできるのではないか。 

また、原宿駅周辺や神宮前交差点周辺の整備について渋谷区としてどう考えているのか。 

区）別の場所の開発に関する意見交換会ではないので、回答は控えたい。 

 

（意見⑰） 

この再開発で周辺に影響が出ると思うが、地元に説明を行い、地元の意向を汲んだうえでなければ

地区計画の変更はされないということでよいか。スケジュールについては再検討が必要ではないか。 

区）意見として承った。具体的なスケジュール変更についてこの場で決めることはできないが、 

本日いただいた意見を元に、２月の原案意見交換会の開催を考えている。 

 

（意見⑱） 

高度地区が解除されることになっているが、これは無制限に建物を建てられるということか。 

区）市街地再開発事業の都市計画で高さ制限を定めているので、無制限に建物が建つということは

ない。 

 

（意見⑲） 

事業者等に伝える、という回答があったが、誰にいつ、どのように伝えるのか、ということを知る

ことができるのか。また、今日出た意見に対して、具体的にどのような対応が取られたか、という

ことは確認できるのか。次の意見交換会で、正式な回答があるのか。 

区）準備組合に対して、本日いただいた意見について伝えたい。次回の原案の意見交換会で、 

どのような形式で回答するかは未定だが、出された意見については回答するよう努めたい。 

 

（意見⑳） 

原案意見交換会で回答があり、それでも納得できない場合は、一方的にスケジュールが進むという

ことはないということでよいか。 

区）回答方法については検討したい。出来るだけ理解をいただけるような形で説明したい。 

  



（意見㉑） 

歩行者専用通路について、反対意見もあったが、自分としては通行する際に便利なので、車が通ら

ない歩行者専用通路として整備してほしい。 

区）ご意見として承りたい。 

 

（意見㉒） 

高度利用地区で容積率の 大限度が定められているが、A ゾーン／B ゾーンについて、それぞれ

50％ずつ上がるということでよいか。また、壁面の位置の制限１ｍと定められているが、これに

ついても了解しているということでよいか。 

区）ご意見のとおりである。 

 

（意見㉓） 

高度地区で、30m の 高高さが定められている区域を 45m の 高高さとすることについて、区

として了解しているということでよいか。 

区）変電施設の関係もあり、総合的に判断した高さとなっている。 


